
企業における ORの役割
一一合理的計画風土を目ざして一一

小笠原富雄・稲林昌二

はじめに

企業における ORの浸透は現在どのような状態にある

のか.一製造業の立場から全体を見渡すことは困難であ

るが， OR関係者の努力，期待は必ずしも満たされては

いないようである.われわれの貧しい経験の中からも，

OR活用において考慮されなくてはならなし、し、くつかの

問題点が浮かび上がってくる.一方， ORが企業にもた

らすことのできるものに対する期待もまた大きい.

本稿では，当社における OR活用の事例の中から電力

運用を 1 つの実例として取り上げ， ORの手法としての

限界と OR概念の拡張による大きな可能性について述べ

てみたい.

1. 電力最適使用計画

セメント製造工場の電力使用量は月に 1000-4000 万

おがさわら とみお，いなばやし しようじ

秩父セメント紛システム部

一口コメント

電力を大口に消費する企業は，数多くあると思われ

るが，当事例も，秩父セメソトの電力の最適使用計画

を中心に述べられたものである.

ピーク時や夜間，休日などによる料金の違い，自家

発電や工場の稼働状態の変動などをうまく調整し， D

Pやシミュレーショシを基準とした一種の対話型の契

約計画シミュレータが作られ，これをうまく稼働させ

た有効な手法が示されている.

著者らはこのような体験を通し，さらにより大きな

システムへのOR手法の適用を考えるときのいくつか

の視点、を述べている.この意味でこれはORの l つの

実践経験を通しての，実践的規範を主張したものと言
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kWH にのぼっている.そこで，各工場は量を確保する

ために自家発電設備を持っと同時に電力会社との聞に大

口受電契約を結び，両者を組み合わせることによって電

力コストの低減に努めている.

昭和46年当時，当社工場の受電契約は「産業用第二特

約J というノレールによっていた.この契約のもとでは，

「夜間j ， r昼間 j ， r尖頭時j ， r休日」という 4 つの時間帯

に分けられ，それぞれに電力使用料金単価が異なってい

た.さらに， r昼間j と「尖頭時」には契約電力値に対

する使用電力の割合(負荷率)の水準によって電力使用料

金単価の逓減制度が設けられていた(図 1 ，図 2 ，図 3 ). 

各工場の電力運用担当者は，自家発電力と購入電力(買

電)の使用割合を時間帯ごとに調整することによって製

造工程に必要な電力を安定供給しながら，かつトータル

の電力コストを押え込むことに多大の努力を払っていた

が，カンと経験にもとづいた多次元的な判断を要する仕

事であり，結果の成否がはっきり出るだけに，合理的な

判断の方法が求められるようになった.時間帯ごとに，

自家発と買電の使用割合をどのように決めてやったらよ

える.

現実の f問題は待ってくれないj ， r問題はキチット

与えられないj ， r真の解決案はワクの外にある J など

よく言われる OR手法と現実とのギャップであるが，

これらがORの否定的見解につながってはならない.

これらこそがORの反省と飛躍のよい教訓である，と

いった感が著者らの主張からひしひしと感ぜられる.

これも著者らが，たんなる観念的な批評にとどまらず，

現実の実践の場を経験しているからであろう.

この;意味で、ORの実践へのさまざまな支障に悩んで

いる方々， ζれからORの実践に取り組もうとしてお

られる方々には，またとない良い参考になる小論であ
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図 1 受電契約時間帯区分の例

千円/HR
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図 3 電力量料金曲線(単位時間当り)

いか，何かよい方法はないだろうか.

最終的に，問題を定式化してみると図 4 に見るような

多段階の決定問題であることから，動的計画法(ダイナ

ミック・プログラミング)によって表現することができ
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図 2 受電電力量料金単価例(昭和何年当時)

レベル 2

「受';ru発'，!è'，I;1j当」

図 4 多段階決定問題としての電力配分モデル

用量(累計値)

② 月末へ向かつての製造予定(更新)

③ 時間帯別にみた電力運用可能範囲(上下限)

の諸数値であり，出力としてのガイダンスは，

① 時間帯別の買電と自家発の最適運用水準

② 代替案の参考となる感度分析グラフ(図 6 ) 

の 2 種と外に，利用者の考えた代替案を評価するための

問合せ(インクァイアリ)機能を持たせた. 1 カ月を通し

てのガイダンス時点における使用実績の推移と負荷率の

た.シミュレーション， ドライラン
本村

によるテストを繰り返した後，当時

OR担当部門であった中央研究所と

各工場電気課との聞で図 5 のような

運用方法によって実利用が始まっ

た.

最初に実用化された業務はその名

も「電力運用軌道修正ガイダンス J

と呼ばれる定期的ガイダンス・シス

テムで，月に 6 回ほど，ほぼ 5 日ご

とに使用されるようになった.利用

の際に与える入力データは，

① 前日までの各時間干特別買電使

(3HB7J資料作成
①活力;五III ガイ
ダンス

②感度分析グラブ

1980 年 8 月号

工場A

" (1)入力データ
①電力使用実績累計
②生産予定
③電力配分 1'.の制約
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図 E 電力最適使用システム運用図
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量見通しの与件に対して最良の方策を提示することがで

きる.しかし，セメント需給の変動，工場内在庫の状

態，主要装置の運転状態等の要因によって所要電力量の

見通しはしばしば更新されなくてはならない.電力最適

運用のガイダンスはおのおのの時点で考えられる最良の

方策をはじきだすとはいうものの，月初から次第に月末

に近づくにしたがって最適計算の自由度はせばまってい

く.結果的にヵ月を通しての電力運用の成否は所要

電力量の見通しという情報の精度に依存するようにな

る.このような不完全情報下における逐次的更新をとも

なう最適計算においては予測精度と最適計算精度との間

のパランスを考慮したシステム設計をしなくてはならな

20 

月間電力運用例

13 10 

図 7

5 

L 、.

(2) 全体(または上位)目標との斉合性

OR的手法の実施によって得られた方策を実行する際

に上位システムの目的との聞で調整の必要が生ずること

がある.OR手法の適用は，問題がひとたび定式化され

ると，それ自体結果的には，部分最適を提出することに

なる.したがって，結果の実行に当っては常に関連する

上位システムの目標との問に矛盾を生じないようにしな

くてはならない.

たとえば，電力最適使用は工場管理の中の 1 サブシス

テムであり，その目的レベルも電力コストの低減という

ターゲットを通じて原価管理の一環に位置づけられてい

る.ここで，他の目的レベルとして労務費の節減を考え

た場合，電力コストの面からメリットの大きしペルの深

夜集中型運転は一定の範囲で押えなくてはならないとい

った場面も出てくる.もちろん，原価管理というより上

位のシステム・レベルにおいて，この聞の調整はされる

わけで，そこからの要請として，電力運用の最適計算に

対する昔話l約条件がセットされることになる.

このように，他のサブシステムおよび上位システムか

らの要請によって， OR手法の適用効果の発現は制約を

図 S 最適計算過程 [OP(昼間)の使用割合を増や

して， p(尖頭時)を減らしていったとき]

次に， r受電契約シミュレータ j が作られた.これは向

こう l 年の製造計画の見通しのうえに立って，受電契約

の適正化，自家発設備の容量および運転方針を検討する

ために利用するもので，図 8 のような流れを持った対話

型式のシミュレータである.

一方，電力運用のガイダンスを，回転窯，粉砕ミル等

の大型機械設備の運転計画のレベルまで展開することも

課題として取り上げられた.このようにして， OR手法

の実務への適用としての電力最適使用計画は石油ショッ

グ後の電力契約規則の全面改訂まで継続して実施され

た.契約規則改訂後は受電料金の時間帯別区分は残って

いるが，負荷率による料金単価の逓減制度が廃止された

ため，電力運用方針はほとんど一意的に決めることがで

きるようになり，月間運用のガイダンスは中止した.た

だし，受電契約シミュレータは以後も長期的な電力運用

方針を策定するうえで、有効に使われている.

MWH 

OR活用に必要な前提

さて，このようなORの一体験を通して，われわれは

ORの有効な活用に関して必要ないくつかの前提を，実

感とともに強く認識するようになった.

(1) 予測情報の必要性

OR手法の適用は当初，問題解決へのアプローチを手

続きとして整理することから始まるのであるが，その際

に所与としておいた情報の確かさの中に，実は目的達成

のためのカギがあることを知る.そういうケースが比較

的多い.すなわち， OR手法による方法論的解決が，新

たな，よりシビアな情報ニーズを喚起するのである.

たとえば，前述の電力運用軌道修正ガイダンスにおい

て，ダイナミック・プログラミングによる最適計算はそ

の時点までの電力使用累計と月末へ向かつての所要電力

2. 
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1980 年 8 月号

ON 

ON 

デ タ，スイッチ選択基準

1.各月時間帯別電力量データ既知か?

2. 各月需要電力量既知か?
3.各月発電電力量既知か?
4.時間帯別電力量配分パターンは?

5 発屯'，lt力を考慮する必要あるか?

6. 各バ時間帯別員屯電力量訂正するか?
7. 同上

8.契約超過を想定するか 7
9. シミュレ ションを続けるか?

図 8 受電契約シミュレーション流れ図(産業用第二特約)
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受ける場合があるということも，効果的なOR対象を選

び出すために注意する必要がある.つまり， ORにおい

て方策の取り得る自由度または他のサブシステムに働き

かけることによって確保しうる制約の幅を期待される O

R効果の限界として把握しなくてはいけない.

(3) 入力/出力イメージーーまたは運用への配慮一一

ORを手法レベルで追求している場合は問題を一般化

して考えているので，それが実際に使われる場に対する

配慮を怠りがちである.しかし，使用するデータが実務

の中でどのように測定され，収集，把握されているか，

または利用のしやすさはどうかについて充分配慮されな

くては，当事者である利用部門の限度を超えてしまう.

また，出力の提示は利用者の行動にむすびつけられるよ

うに，理解のしやすい形態を志向しなくてはならない.

われわれの電力最適運用計画は図 5 (前出)のような運

用形態によっていた.ここでは入力データの大部分は日

々の日報および運転計画書によっており，システムを利

用するために特別のデータを用意しなくてもよいように

した.また，それらのデータは 5 日ごとに電話で伝えら

れ，結果はファックスによって即時に送り返されるノレー

ルが確立された.また出力のガイダンスはグラフ化(図

6 )ずることによって応用の範聞に柔軟性を持たせるよ

うにした.ダイナミック・プログラミングの特徴とし

て，最適解への到達過程が提示できるからである.

それでも，このシステムが基本的に対話型処理を志向

して作られながら，計算機設置場所である中央研究所と

利用部円である工場が離れており，金物上の制約から，

利用部門担当者による直接操作が行なわれず，インクァ

イアリ機能の効果が充分に発揮できなかった.このこと

はOR的適用業務成立のための 1 つの教訓となった.

以上，眺めてきたように，われわれの電力最適運用計

画はORの l つの実例にすぎないにもかかわらず，数々

の問題を提起してくれた.しかしながら，

① 問題の構造が，買電，発電の経済的利用という論

理的に明解なテーマであったこと.

② 実務へのかかわり方が，ガイダンスの提示という

比較的ゆるやかな情報形態をとったこと.

から，上記のような制約はあったものの，利用部門であ

る工場の活用を得ることができた.その意味で収穫の多

いOR体験であった.

3. 企業における ORの役割

次に，議論のワタをもう少し拡げて，企業における O

Rの役立ち方について，われわれの経験をもとに考えて

みよう.

524 (44) 

(1) ORニーズと OR手法のギャ・7 プ

近年， ORまたはマネージメント・サイエンス全般に

ついて，実務面における効果を疑問視する意見がしばし

ば発表されるようになった.

事実，現在のOR手法は企業の局部的な面にしか立ち

入れず，まだ，企業内，特に経営の場への定着はなされ

ていないようである.

しかし，一方で，企業経営の場におけるさまざまな問

題はますます複雑，多岐にわたるようになって，広義の

OR術的な思考方法が切実に求められていることも事実

である.

このギャップは何によって起こるのであろうか.

企業のORニーズと OR手法の間のギャッブ。は，通常

次のような現われ方をする.

① 問題は待ってくれない.

ORニーズが突発的，随時的に発生するように見え，

しかも時間的余裕が与えられないために，かんじんな

時にOR手法が間に合わず，役に立たないように見え

る.

これは， OR担当者の情報的貧困さ，あるいは実務

的センスの欠如に起因するのかも知れない.また，人

材の育成，組織的分掌によって救える商も少なくない

であろう.しかし，従来のOR手法による問題へのア

プローチが本質的に持っている弱点であることは間違

いない.

② 問題はキチッと与えられない.

ORニーズは，前提条件の中に，不確定要因や窓意

的条件を含んでおり， OR手法がそのまま適用できる

ケースは少ない.

OR手法による定式化は，目的関数の定義と並ん

で， 1IîIJ約条件の規定を要請し，その中での最適化に力

を発揮するものである.一方，本来の企業のOR ニニー

ズは目的志向型であり，制約条件自体が陰関数的に扱

われていることが多く厳密にリストアップされないケ

ースが多い.また，制約は多くの場合経済的，あるい

は慣例的制約であって，絶対的なもの，物理的なもの

は少ない.キチッとは与えにくい実際の問題の構造を

段階的にとらえるために図 9 で示すような，シミュレ

ーションと数理計画の組合せも試みられる.

③ 真の解決案はワタの外にある.

ORニーズの真の問題点は，与件として外生化され

ている部分に存在することが多い.

OR手法による定式化手続きの機械的適用のプロセ

スの中に，真の問題を見落とすワナが仕掛けられてい

る.たとえば，ある ORニーズが何故生じてきたの

か，その背景を考えてみると，そのOR ニーズ自体を

オベレーションズ・リサーチ© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.
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目標ギャップの展開例

目標にチャレンジすQ精神

ORマインド

図 10

本質に迫ることはむずかしい.

4. 

結局，企業においてORの役立ち方というものは，こ

れまで述べたようなOR=- ーズの背景を充分認識したう

えで，ギャップの克服を目ざしてとことん考えぬく態度

に根ざしたものではないだろうか.ギャップが大きけれ

ば大きいほど，より本質的な，革新的な方策が求められ

る.このギャップの大きさを，あたかもダムにたくわえ

られた水のポテンシャル・エネノレギーのように，効果的

な方策一一運動エネルギーに変換するシステムを実現す

るものがORであってほしい.

この ORの精神，いわばORマインドの具体的なイメ

ージは凶 11のような 3 つの要素の組合せとして描くこと

ができる.

①企業ニーズへの洞察(分析力)

問題の本質を考えること，その究極は戦略思考，何

が解決のカギか，解決案は何によって評価されるか，

て7グ

(45) 盟5

ORマインドの 3 要素図 11

なくせるような抜本的な対策が見つかることがある.

このような傾向は，現実の企業活動が直面する状況の

荒波の中で， OR手法の無力さを印象づけることになり

かねない.しかし，われわれが， OR手法の効果の限界

を知るとともに，広義のORニーズとの聞のギャップを

埋める可能性もまたORの精神の中にあることを，以下

で探索的に議論していきたい.

(2) 企業における ORニーズの原点

OR( オベレーショシズ・リサーチ)をその語源のまま

に広義に解釈すれば，方策すなわち「やりくり J の科学

である.したがって，合理的思考をベースにしたさまざ

まなアプローチを含む統合的な概念として，目的達成を

支援する.ところで，企業における方策の検討は，企業

のあるべき姿「目標J 一一一それは最終的到達水準である

「目的J を時間軸上に展開したものと考えてよいーーと，

現実，または現実の延長線上に描ける見通しとの聞のギ

ャップを検出することから始まると言ってよい.

このギャップ検出を可能とするための 2 つの前提を，

① 企業目的と段階的達成目標のシナリオの明確化

② 外生要因の予測と，達成可能レベルの推定

に求めることができる.本来の企業のOR ニーズはまさ

にこの段階から始まっている.そして，次に，ギャップ

を何によって埋めるかという，方策検討の主な領域が現

われる.一般に，ギャップは方策領域の種類によって分

割され，互いに補完的ないくつかの間題として提示され

ることになろう.たとえば，利益目標と予想利益の聞の

ギャップは図 10のような多くのサプテーマに展開される

はずである.

このような形態で提起される ORι ーズは，

① 企業目標という総合的なターゲットの認識

② 目標ギャッフ。の克服のために設定されたサブテー

マ間の関連性の把握

に立脚している.したがって，この点への注意を怠っ

た，手法中心のOR作業ははなはだ~虚なものとなり，
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局面で真価を発揮しているかと言えば，総合的にみて未

だしの感があるように思われる.その原凶を受入側の企

業の保守性，非合理的な組織，風土に求めることもでき

るが，今までのORが解法にのみ熱心であって，真の問

題へのアプローチの迫力に欠けていたことも否めない事

実であろう.

本稿では，ー製造業の中でOR技術の担当部門として

これまで、やってきたわれわれ自身の反省もこめて，今後

の企業内OR ワーカーに残された課題に向つてのオリエ

ンテーションを考えてみた.ただ，はじめに書いたよう

に，われわれの経験の貧しさ，考えの演さから，テ}マ

を充分にこなすまでには至らなかった.末文に当り，本

稿はOR と企業という大きな場における今後のあり方に

焦点を置き，大局的に見た留意点を考えてみたわけで，

狭義のORの活用と有効性の実例をいまさら列記するこ

とは本テーマの前向きの趣旨でもないので，あえて割愛

した.なお，本稿のきっかけとなったのは，当社システ

ム部長，中川が54年 9 月にOR学会で行なった「企業と

ORJ と題する特別講演である.予稿集を参照いただけ

れば幸いである.

(TSS) 
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システム
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[ 1 J オベレーションズ・リサーチ，

1977年.

[2J 中JIIi制御理論のプロセス制御への応用」計測と

制御， Vol. 16, No.3 , 1977年.

中川「企業と ORJ OR学会大会予稿1979年 9 月

秩父セメント・システム部報告集.

Vol. 22, No.7, 

献文ラ巷参

[3J 

[4J 

企業情報階層イメージ

etc. 

② 合理的思考の精神(解決)

客観的評価体系としての定式化，アルゴリズムの論

理性，説得性とコンセンサスを求めて， etc. 

③ 広範閤な情報へのアクセス(情報)

戦略思考が情報を求める，計画のための情報システ

ム，情報チャネルとしての人間， etc. 

このようなORマインドを育てていくことを通して，

ORは企業の中で，今までより大きな効果を発緯するこ

とができるはずである.

従来のOR手法の部分的適用は図 12のような企業情報

階層の比較的下位レベルにおいて，一応の成果は上げた

ものの，上位レベルの意思決定にはほとんど用いられて

いなかった.しかし， OR手法の経験で培われた合理的

思考の精神が，企業の抱えている問題の本質としての本

来のORニーズを知ったときに，そして，より幅広い情

報の支援を受けたときに必ずや企業にとって効果的な方

策を提示できると信じている.その意味で， OR手法は

企業内に真のOR風土をもたらす呼び水の役を果たすこ

とになるだろう.

図 12

おわりに

企業と ORの歴史は古いにもかかわらず，おのおのの

昭和54年度論文審査委員

昨年度投稿論文の審査をお願いしたのは次の方々です.本学会論文誌のレベルを維持

するために多大のご貢献をいただいたことを厚く御礼申上げます編集委員会)
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